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学校だより ＮＯ．２ 
 

平成２９年５月１２日（金） 

長浜市立西浅井中学校 

文責 校長 本庄良孝 

 

元気な西浅井中学校を目指します 
 

今年度も早くも１ヶ月が過ぎました。１年生も学校生活に慣れ、元気いっぱい活動を始めています。

それでは、今年度の学校目標を紹介します。生徒たちが心豊かでたくましく育ちますよう、ご家庭、

地域の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 
学校教育目標 

「ふるさとを愛し 仲間と共に心豊かでたくましく成長する生徒の育成」 

 

 

 

 

 

 

特色ある学校経営 
① 学ぶ喜びを感じる授業を実践し、確かな学力を培う学校 

  ② 地域の豊かな自然や、今に残る歴史に学ぶ学校 

   ③ 地域と協働の人づくりを目指す開かれた学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主体的に学び、深く考える生徒 
・自ら鍛え、可能性を拓く生徒 
・互いを認め合い､高め合う生徒 

 

・明るく挨拶を交わし、温もりのある学校 
・一人ひとりが認められ、大切にされる学校 
・地域と共に歩み、地域に信頼される学校 

 

目指す学校像 

 

目指す生徒像

学校像 

 

学ぶ喜びを感じることが、学習意欲につながり、学力向上につながります。そのためには、

生徒自身が主体的に学び、自分の考えを表現することが大切です。対話やグループ討議形態を

使って、思考力、判断力、表現力を身に付け、社会で活躍できる生徒の実現をめざします。 

また、体験活動を重視した教育活動を推進していきます。西浅井の自然豊かな地域性を生か

し、学校教育目標「ふるさとを愛し」に重点をおいた、環境学習（山門水源の森に学ぶ）、地

域学習（地域の歴史に学ぶ）、ふるさと学習（道徳の地域教材）、ボランティア活動（自治生

徒会による地域行事への貢献）の充実を図っていきます。これには、保護者や地域の方のご協

力をお願いすることがございます。どうぞよろしくお願いします。 

みなさん、元気な挨拶はできていますか。 
「おはよう、こんにちは、」などの挨拶は、社会を生きる上で最も基本的な生活習慣であり

マナーです。あいさつは、豊かな人間関係を築き、人との出会いの架け橋になります。 

元気で気持ちのよいあいさつは、相手ばかりではなく、それを聞いた周りの人の気持ちも明

るく和やかにします。また、進んで挨拶をすることは、主体的な態度や姿勢そのものであり、

物事や身近な人たちに積極的に関わろうとする意欲や、周りに関心を広げていく大切なきっか

けになります。進んであいさつができるようにしましょう。 

「長浜子どものちかい」より 



思い出に残った“修学旅行” 感動の３日間でした！ 

４月２０日から２泊３日の修学旅行、たいへん楽しく意義ある学習が終えられました。自分たちの

決めたルールを守り、目的が達成できました。 

１日目 羽田空港で飛行機の離発着を見ながら昼食 

を食べ、ＡＮＡ機体工場を見学しました。 

    国会議事堂の見学と、夜は２班に分かれて 

     プロ野球観戦と屋形船遊覧でした。 

 ２日目 朝食はバイキングで、楽しかったです。 

     東京スカイツリーの見学を終え、読売新聞 

社の見学をしました。新聞記事を取材して 

オリジナル新聞を作成しました。 

お台場見学のあと、夜は最も楽しみにして 

いたディズニーランドでのグループ別行動 

でした。 

 ３日目 浅草はたいへん多くの観光客で、にぎわっ 

ていました。ここでは、名物「雷おこし」 

作りの体験を行い、自分の作ったお土産が 

できました。昼食は「もんじゃ焼き」を体 

験して、無事西浅井に着きました。 

 

【保護者の方へ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの学校行事 

５月 

 

 

 

 

 

 

６月 

15(月) 

16(火) 

17(水) 

18(木) 

21(日) 

22(月) 

27(土) 

29(月) 

30(火) 

31(水) 

学びの実験室(３年)：バイオ大学 

歯科検診（全校） 

確認テスト（３年） 

春季総体 ～19 日 

奥びわ湖健康マラソン 

教育相談～24 日(水) 

土曜授業 中間テスト 

中間テスト 避難訓練 

交歓スポーツ大会（陸上競技） 

市統一基礎学力テスト 

 1(木) 

2(金) 

5(月) 

6(火) 

15(木) 

16(金) 

19(月) 

29(木) 

 

7/1(土) 

宿泊体験（1 年）～２日 

英語検定 

教育実習始まる～23 日 

山門ボランティア（３年） 

つつじ学級合同合宿～16 日 

漢字検定 

食育の日 

期末テスト～１日 

 

土曜授業 

 

自転車損害賠償保険等への加入はお済みですか 

 滋賀県では、「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に

関する条例」が施行され、平成 28 年 10 月からは自転車利用

者は自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。未

成年者の場合は保護者が保険に加入する義務があります。 

事故の相手が亡くなったり、後遺障害がのこる大きな怪我

をしてしまったりした場合は、高額な損害賠償額が発生し、

とても払える額ではありません。万が一の事故に備え損害賠

償保険等に加入しておくことはとても大切です。 

春季総体の会場 

野球  浅井球場 

陸上  皇子山陸上競技場 

テニス 高月中、長浜ドーム 

柔道  県立武道館 

男子バレー 守山南中学校 

女子バレー 能登川中学校 

※詳細は各顧問からの連絡が

あります。 


